
「経済的援助が必要と認められる学生」下記の①②いずれかの
家計基準(主たる生計維持者であり、学生の父母またはこれに

代わって家計を支えている者一人の収入金額)に該当する学生。

⼤野�奨励�金奨�⽣ (予�型 )
令和7年度��からスタート�

お問い合わせ 平日9：00〜17：00

048 -64 1 -7468 (代� )
詳細はこちら

対象者

20名
定員

年間20万円、2年間で40万円の減�
特長

特長 7⽉に��する⾯�の�果で予��了
⇒��者�抜で��してから正式に決�

① 給与所得者 841万円以下（源泉徴収票の支払金額(税込み)）
② 給与所得者以外の者 355万円以下

（確定申告書等の所得金額(税込み)）

応募から決定までの流れ

応募書類を
ダウンロード

書類を郵送
6/28(金)
必着

書類確認
結果通知

面談
7/13(土)
※予備日あり

本学から
結果通知 受験

入学後
家庭状況
書類提出

減免

※国際学院の卒業⽣、卒業⽣の⼦弟、包括協定校、資格特待⽣等への⼊学⾦減免との併⽤も可能です。
 ただし、本学で実施する特待⽣、奨学⽣制度との併⽤はできません。
※⼊学後、書類確認を⾏います。該当しない場合は取り消しとなる場合があります。
※⼊学後の学習状況により、その後の⽀援を打ち切る場合があります。(出席率・成績(GPA)等)

1年前期10万、�期10万、2年前期10万、�期10万を減�。ただし、1�年前期に
ついては、���に、10万円を�金する�式となります。

https://sc.kgef.ac.jp/admi
ssion/tuition_support/担当：大野誠奨励資金奨学生 奨学金担当 新井・上原


